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第１章地域包括ケア情報連携の業務フローモデル 

第１章 地域包括ケア情報連携の業務フローモデル 

 地域包括ケア情報連携の業務フローモデルは、以下の背景、目的のもとに開発した。  

 

１ 地域包括ケア情報連携の業務フローモデルの背景  

地域における医療の効率化、包括的な観点からの医療・介護サービス適正化の

ために地域医療連携への期待は大きい。病院情報システムに関して先進的な病院

では、実用に耐える電子カルテシステムが使われ始めており、一方情報システム

利用面で先進的な診療所でも電子カルテシステムの導入が本格化する動向にある。

そこで、患者を診療所から病院へ、病院から診療所へ紹介する場合に電子カルテ

システムを用いて「紹介状」、「診療情報提供書」を作成することにより、患者紹

介の有効化・効率化を支援することが期待されている。 

この目的達成には、該当分野で共有できる地域中核病院における電子カルテシ

ステムモデルの開発が望まれる。この分野では、JAHIS 医療システム部会「電子

カルテシステムモデル特別プロジェクトが（財）情報処理相互運用技術協会

（ INTAP）と協力して、テクノロジックアート社の技術支援のもとに、 ISO のオ

ープン分散処理参照モデル（RM-ODP）および OMG のオープン分散処理システ

ムモデル記述仕様（UML Profile for EDOC）に基づく、地域中核病院における電

子カルテシステムのエンタプライズモデルを開発した。 

上記のモデルは平成１４年度厚生労働科学特別研究「コンポーネントの標準化

による電子カルテ開発」（主任研究者：中井幹爾）において、（財）全日本病院協

会（全日病）との協力によって、実用レベルへの詳細化の方向付けが検討された。

今後は上記のモデルを実用化に向けて強化拡充することが望まれる。 

一方、電子カルテシステムのエンタプライズモデルでは地域医療連携について

は、制度フレームワーク等の検討を行わずに、メンバーの知識を与件として病診

連携部分を病院側のみでモデル化している。 

今回の開発では、地域医療・介護連携をめぐる制度的なフレームワークを平行

して検討し、その内容を加味してモデル化を行った。また、病診連携、医療機関・

介護機関相互連携、病院・診療所と院外薬局との連携を含めて、地域医療・介護
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第１章地域包括ケア情報連携の業務フローモデル 

連携の一応の総合的なモデルとした。 

 

２ 地域包括ケア情報連携の業務フローモデルの目的  

以下の地域包括ケア情報連携の業務フローモデルを開発し、連携手順や制約事項を

整理、表現する。  

・医療機関や介護施設へのサービス利用者紹介における連携  

・要介護認定や居宅介護サービスにおける医療と介護の連携  

・院外処方における医療機関と院外薬局の連携  

・地域医療情報共有における情報の管理・閲覧  

ただし、この段階ではプロセスの表記法に UML アクティビティ図を用い、ユーザ

とベンダ間で意見交換できる資料を作成することに重点を置いた。UML Profile for 

EDOC のビジネスプロセス表記法による開発は、情報システム開発への展開、情報モ

デルとの関係整理には重要であるが、今回は業務フローの共通理解を促進することに

重点を置いたためである。ビジネスプロセス表記法によるモデル開発は、関係機関に

よる業務フローの共通理解が進み、業務フローが安定した段階ではニーズが顕在化す

るものと考えられる。  
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第 2章 業務フローモデル 

 

１ 地域医療連携コミュニティ 

 

地域医療連携コ ミ ュ ニティ

サービス利用者紹介コ ミ ュ ニティ 院外処方コ ミ ュ ニティ

介護連携コ ミ ュ ニティ 地域医療情報共有コ ミ ュ ニティ

 
 

１．１ コミュニティの前提 

■本モデルの地域医療・介護連携には医療機関だけでなく、介護施設、院外薬局も含める。 

■個人認証には PKI（Public Key Infrastructure）のフレームワークを用いる。 

 

１．２ Scope 

■医療機関・介護施設に対し、サービス利用者を紹介する。 

■院外処方において、医療機関と院外薬局が連携を行う。 

■要介護認定や居宅介護サービスにおいて医療と介護が連携を行う。 

■地域医療情報共有において、情報の管理・閲覧を行う。 
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第２章業務フローモデル 

１．３ Objective 

■地域医療・介護機関の間で情報連携を行う。 
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第２章業務フローモデル 

２ サービス利用者紹介コミュニティ 

 

２．１ コミュニティの前提 

■紹介元からは、紹介先の診療科、設備、専門分野等を確認できる。 

■紹介状送付方式は以下のいずれかを前提とする。 

（１）紹介状を電子的に扱い、通信ネットワークを用いて送付する方式。 

（メッセージ交換等） 

（２）紹介状を電子的に扱い、メディアで患者・介護サービス利用者に持参していただく方式。 

（３）紹介状を紙で扱う方式･･･Web・メール、FAX などで事前通知を行う。 

 ※将来的には医療情報共有も含める 

■このコミュニティで登場する文書は以下の目的で使用する。 

・紹介状･･･紹介元から紹介先へ患者・介護サービス利用者の紹介理由等を通知する。 

・診療情報提供書･･･紹介元で行った診療の情報を紹介先へ提供する。 

・経過報告書･･･紹介先が紹介元へ患者・介護サービス利用者の状態を報告する。 

■経過報告書の作成状況をシステム上でチェックできる。 

 

２．２ Scope 

■医療機関・介護施設に対し、サービス利用者を紹介する。 

 

２．３ Objective 

■地域医療連携コミュニティのサブコミュニティとして、以下の Objective を持つ。 

・医療機関に対し、サービス利用者を紹介する。 

・介護施設に対し、サービス利用者を紹介する。 

・紹介先が紹介元へサービス利用者の状態を報告する。 
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第２章業務フローモデル 

２．４ Role 

■紹介元 

■紹介先 

 

 

医療機関

紹介元

介護施設 介護施設

紹介先

医療機関

《 Pol i cy》

介護施設は患者が急変し た際に

対応し ても ら う ための協力病院を
準備するObl i gat i onがある

介護サービス利用者

サービス利用者

患者
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第２章業務フローモデル 

２．５ Process 

■医療機関への紹介プロセス 

Objective･･･医療機関に対し、サービス利用者を紹介する。 

 

紹介元 紹介先

《 Pol i cy》

・ 紹介元が医療機関の場合

　 患者が別の医療機関での診療が必要な状態にある。

　 または、 紹介元の医療機関において対象患者の診療が終了し ている

・ 紹介元が介護施設の場合

　 介護サービス利用者の容態が急変し 、 介護施設では扱えない場合

　 介護サービス利用者が医療機関で外来受診する場合

紹介状を作成する

紹介先へ診療予約・ 入院予約を依頼する

診療予約・ 入院予約を行う

予約内容を紹介元へ連絡する

予約内容を患者・ 介護サービス利用者へ伝える

新患なら 患者登録を行い、 カ ルテを準備する

診療情報提供書を作成する

患者と 相談し 、 紹介先の医療機関を決定する

紹介先へ連絡し 、 受け入れ可能な状況か確認する 受け入れ可能か判断し 、 回答する

[ 受け入れ不可能][ 受け入れ可能]

紹介状･･･紹介元から 紹介先へ患者の症状、 紹介理由を通知する目的

診療情報提供書･･･紹介元で行っ た診療の情報を紹介先へ提供する目的

紹介内容をシステムに取り 込む

入院する場合は病棟に連絡し 、

受け入れ可能か判断する

[ 紹介内容をシステムに取り 込む場合]

[ 事前にカ ルテを作成する場合]

[ 事前にカ ルテを作成し ない場合]

[ システムから 診療情報を取り 込める場合]

システムから 診療情報を取り 込む

[ システムから 診療情報を取り 込めない場合]

システムから 診療情報を

取り 込むこ と で効率的に

診療情報提供書を作成可能

紹介内容を事前通知する

紹介状・ 診療情報提供書を紹介先へ送付する

[ 紹介状を電子的に送付し ない場合]

Web・ メ ール、 FAX

などによる事前通知

紹介状は紙、 または電子メ ディ アで

患者に渡し 、 紹介先へ搬送さ せる

メ ッ セージと し て

電子的に送付

事前にカ ルテを準備し ない場合

紹介患者が来院し た際に準備する

[ 紹介内容をシステムに取り 込まない場合]

紹介患者であるこ と を

カ ルテに明記する

[ 紹介状を電子的に送付する場合]

紹介状・ 診療情報提供書

診療（ 入院） 予約票

紹介先へ持参する書類があれば患者・ 介護サービス利用者に渡す

患者・ 介護サービス利用者に紹介状・ 診療情報提供書を渡す

《 Ar t i f act 》

・ 紹介状

・ 診療情報提供書

・ 診療（ 入院） 予約情報

[ 紹介元が医療機関]

[ 紹介元が介護施設]

紹介先一覧から 医療機関の
設備、 診療科、 専門分野等が確認可能

紹介元が介護施設の場合
協力病院、 またはかかり つけ医への紹介

《 Pol i cy》

紹介状・ 診療情報提供書を

電子的に取り 扱う 際は
電子保存３ 原則と 個人情報保護

に対し て配慮するObl i gat i onがある

《 Pol i cy》

介護施設は介護サービス利用者が

急変し た際に対応し ても ら う ための
協力病院を準備するObl i gat i onがある
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第２章業務フローモデル 

■介護施設への紹介プロセス 

Objective･･･介護施設に対し、サービス利用者を紹介する。 

地域包括ケア情報連携の業務フローモデル                              

紹介元 紹介先

《 Pol i cy》

・ 患者・ 介護サービス利用者は「 要介護認定」 を受けている

・ 紹介元が医療機関の場合

　 紹介元の医療機関において対象患者の診療が終了し ている

・ 紹介元が介護施設の場合

　 ①現在の介護施設が介護サービス利用者の介護状態に合わなく なっ ている

　 （ 医学的管理の必要性が小さ く なり 介護主体の施設へ移るなど）

　 ②施設で決めている入所期間を超えるため他施設へ移る必要がある

・ 介護施設に入所申し 込みをし ている場合、 入所が可能な状態になっ ている

紹介状を作成する

カ ルテを準備する

診療情報提供書を作成する

紹介先へ連絡し 、 受け入れ可能な状況か確認する

介護相談員を患者・ 介護サービス利用者に派遣する

[ 受け入れ不可能]

[ 受け入れ可能]

紹介状･･･紹介元から 紹介先へ患者の症状、 紹介理由を通知する目的

診療情報提供書･･･紹介元で行っ た診療の情報を紹介先へ提供する目的

紹介内容をシステムに取り 込む

[ 紹介内容をシステムに取り 込む場合]

[ 事前に介護記録・ カ ルテを作成する場合]

[ 事前に介護記録・ カ ルテを作成し ない場合]

[ システムから 診療情報を取り 込める場合]

システムから 診療情報を取り 込む

[ システムから 診療情報を取り 込めない場合]

紹介状・ 診療情報提供書（ 診断書） を紹介先へ送付する

電子的なメ ッ セージと し ての送付、 または

Web・ メ ール、 FAX、 郵送などによる送付

[ 紹介内容をシステムに取り 込まない場合]

紹介状・ 診療情報提供書（ 診断書）

紹介先へ持参する書類があれば患者・ 介護サービス利用者に渡す

電話連絡

《 Ar t i f act 》

・ 紹介状

・ 診療情報提供書

・ 診断書

入所者判定会議を行い、 回答する

紹介状・ 診療情報提供書の送付を依頼する

[ 施設入所におけるアセスメ ント 情報を依頼さ れた場合]

診断書を作成する

[ 治療引継ぎのため診療情報を依頼さ れた場合]

システムから 診療情報を

取り 込むこ と で効率的に

診療情報提供書を作成可能

医療・ 介護両面での判断を行う

グループホーム

有料老人ホームなど

指定介護療養型医療施設

介護老人保健施設

指定介護老人福祉施設など

介護記録を作成する患者・ 介護サービス利用者に入所可能なこ と を連絡する

[ 施設に空き がある場合]

患者・ 介護サービス利用者と 相談し 、 紹介先の介護施設を決定する

[ 別の施設を探す場合]
[ 入所申し 込みをする場合]

[ 介護施設に入所申し 込みをし ている場合]

事前に準備し ない場合
介護サービス利用者が

入所し た際に準備する

《 Pol i cy》

紹介状・ 診療情報提供書を

電子的に取り 扱う 際は
電子保存３ 原則と 個人情報保護

に対し て配慮するObl i gat i onがある

介護施設に入所申し 込みをする

[ 施設に空き がない場合]

受け入れ可能なら ベッ ド を確保する
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第２章業務フローモデル 

■経過報告プロセス 

Objective･･･紹介先が紹介元へサービス利用者の状態を報告する。 

 

紹介先 紹介元

《 Pol i cy》

・ 紹介元から 紹介先へ

　 患者・ 介護サービス利用者が紹介さ れ、

　 サービスを受けている

経過報告書を 作成する

システムから 診療情報を 取り 込む
システムから 診療情報を

取り 込むこ と で効率的に

経過報告書を作成可能

[ システムから 診療情報を取り 込める場合]

[ システムから 診療情報を取り 込めない場合]

経過報告書を紹介元へ送付する

経過報告書 経過報告書を 確認する

以下のよう な通知方法が考えら れる
・ メ ッ セージによるシステム間連携

・ Web・ メ ールによる通知

・ FAXによる通知

《 Ar t i f act 》

・ 経過報告書

《 Pol i cy》

経過報告書を電子的に取り 扱う 際は
電子保存３ 原則と 個人情報保護

に対し て配慮するObl i gat i onがある

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．６ Policy 

■医療機関への紹介プロセス 

・介護施設は介護サービス利用者が急変した際に対応してもらうための協力病院を準備する

Obligation がある。 

・紹介状・診療情報提供書を電子的に取り扱う際は電子保存３原則と個人情報保護に対して配慮

する Obligation がある。 

■介護施設への紹介プロセス 

・紹介状・診療情報提供書を電子的に取り扱う際は電子保存３原則と個人情報保護に対して配慮

する Obligation がある。 

■経過報告プロセス 

・ 経過報告書を電子的に取り扱う際は電子保存３原則と個人情報保護に対して配慮する

Obligation がある。 
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３ 院外処方コミュニティ 

 

３．１ コミュニティの前提 

■病院システムにはオーダリングの機能が導入されている。 

■処方オーダは電子カルテシステム及び処方歴 DB に保存される。 

■病院からは他病院の処方歴を確認できる。 

■病院からは院外薬局の検索を行える。 

■病院からは院外薬局の備蓄薬剤一覧を確認できる。 

■患者が所持する「おくすり手帳」で薬歴が確認できる。 

■院外薬局はあらかじめ病院の採用薬を知ることができる。 

 

３．２ Scope 

■医療機関と院外薬局が連携を行い、患者へ薬剤を提供する。 

 

３．３ Objective 

■地域医療連携コミュニティのサブコミュニティとして、以下の Objective を持つ。 

・医療機関 

・患者に処方せんを出す。 

・患者のかかりつけ院外薬局を確認する。 

・処方せんを鑑査する。 

・薬局 

・処方せんを鑑査する。 

・院外処方せんに従って調剤を行う。 

・調剤内容を鑑査する。 

・服薬指導を行い患者に薬を渡す。 

 ・患者宅を訪問し薬剤管理指導を行う。 
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第２章業務フローモデル 

３．４ Role 

■院内処方鑑査係 

■院外処方鑑査係 

■調剤係 

■調剤鑑査係 

■服薬指導係 

■訪問薬剤管理指導係 

 

 

薬剤師

院内処方鑑査係 調剤係 調剤鑑査係 服薬指導係 訪問薬剤管理指導者

《 Pol i cy》

訪問薬剤管理指導を行う 際は、

患者が処方せんを持参し た薬局の薬剤師が
患者宅を訪問するObl i gat i onがある。

院外処方鑑査係

院内処方鑑査係は

患者の病名を確認でき る
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■地域医療連携係 

■外来担当医 

■外来患者 

■薬局受付係 

■薬局会計係 

 

地域医療連携係

薬剤師医師 事務職員

外来担当医

医師

外来患者

患者

薬局受付は処方鑑査係が

兼務する場合が多い
薬局の会計は服薬指導を行っ た

薬剤師が兼務する場合が多い

薬局受付係 薬局会計係

事務職員薬剤師事務職員薬剤師
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３．５ Process 

■院外処方オーダプロセス 

Objective･･･患者に処方せんを出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外来担当医 地域医療連携係 院外処方鑑査係

《 Pol i cy》

・ 対象患者の診察が終了し ている

処方せん情報を院外薬局に事前通知する

[かかり つけ薬局を確認する]

[かかり つけ薬局を確認し ない]

処方鑑査を行う

院外処方せんを発行し 、 記名・ 押印又は署名する

処方オーダを入力する

Subact i vi t y State

かかり つけ院外薬局確認プロセス

処方内容を検討する

Subact i vi ty State

院内処方鑑査プロセス

[薬剤師による処方鑑査][システム上での処方鑑査]

[処方内容問題なし ][処方内容問題あり ]

処方オーダ入力後、 システム上で

その内容が鑑査さ れ、 鑑査結果を

すぐに確認できる

院内で処方鑑査を行う こ と で

薬局における疑義の発生を抑制できる

[院内処方鑑査あり ]

[院内処方鑑査なし ]

《 Pol i cy》

システム上で処方鑑査を行う 場合

病院の責任において鑑査の条件をシステムに
あらかじ め入力し ておく Obl i gat i onがある

院外処方せんを発行し 、 記名・ 押印又は署名する

《 Pol i cy》

処方せんには医師が記名・ 押印

又は署名を行う Obl i gat i onがある

システム間連携による電子的な
処方内容の通知には、 入力ミ スの防止など

さ まざまなメ リ ッ ト が考えら れる

《 Pol i cy》

処方せんには医師が記名・ 押印

又は署名を行う Obl i gat i onがある

おく すり 手帳から薬歴を確認する

処方せん情報 処方せん情報を事前確認する

[処方内容事前通知可能]

[処方内容事前通知不可能]

《 Art i f act》

・ おく すり 手帳

・ 院外処方せん

・ 処方せん情報
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■かかりつけ院外薬局確認プロセス 

Objective･･･患者のかかりつけ院外薬局を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外来担当医 外来患者

[ かかり つけ院外薬局あり ]

[ かかり つけ院外薬局なし ]

かかり つけ院外薬局の有無を尋ねる かかり つけ院外薬局の有無を伝える

院外薬局を検索し 、 患者に紹介する

かかり つけ院外薬局の備蓄薬剤を確認する

[ 使用薬剤なし ]

[ 使用薬剤あり ]

《 Pol i cy》

・ 対象患者の診察が終了し ている

《 Pol i cy》

外来担当医が患者に薬局を紹介する際は
複数紹介し 、 選択さ せるObl i gat i onがある

・ 薬局の備蓄薬剤リ スト の確認

・ 院外薬局が持つ該当患者の薬歴の確認

《 Ar t i f act 》

・ 備蓄薬剤リ スト
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■院内処方鑑査プロセス 

Objective･･･処方せんを鑑査する。 

 

院外処方鑑査係院内処方鑑査係 外来担当医 地域医療連携係

疑義を伝え処方内容の確認を依頼する

疑義に対し返答する

処方内容の変更を指示し、 診療録に記録する

処方オーダの内容を確認する

[要処方内容変更]

処方内容を変更する

[処方内容変更不要]

《 Pol i cy》

・ 医師により 処方オーダが出さ れている

処方内容を確認する

鑑査に必要な診療情報を確認する
処方内容の妥当性、 安全性の確認

病名・ 薬歴を確認する

[疑義あり]

[疑義なし]

患者の処方せんを発行し た医師

院外処方せんを修正

《 Pol i cy》

処方医から処方内容変更の指示があった際には、

その変更内容を処方せんに記録するObl i gat i onがある

処方せん情報を院外薬局に事前通知する

システム間連携による電子的な
処方内容の通知には、 入力ミ スの防止など

さ まざまなメ リ ッ ト が考えられる

《 Pol i cy》

薬剤師が患者の病名を確認する際は、

事前に患者へ説明を行い同意を取る
Obl i gat i onがある

《 Pol i cy》

処方内容を変更する際には、 その変更内容を

診療録に記録するObl i gat i onがある

《 Art i f act》

・ 診療録

・ 薬歴

・ 院外処方せん

・ 処方せん情報

処方せん情報を事前確認する処方せん情報

[処方内容事前通知可能]

[処方内容事前通知不可能]

[処方内容事前通知可能]

[処方内容事前通知不可能]
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■院外処方プロセス 

Objective･･･服薬指導を行い患者に薬を渡す。 

 

外来患者 服薬指導係 薬局会計係薬局受付係

院外薬局を訪れる

保険証、 院外処方せんを提示する

《 Pol i cy》

・ 医師により 院外処方せんが発行さ れ、 患者に渡さ れている

服薬指導を行う

支払いに関する説明を行う

調剤し た薬剤の費用
（ 自己負担額） と 内訳

自己負担額分を支払い薬を受け取る

待合室で待つ

患者の介護者が代わり に

薬局を訪れる場合あり

訪問薬剤管理指導を行う 場合は、

薬剤師が患者宅を訪問する

Subact i vi t y State

調剤プロセス

薬歴を参照、 記録する

自己負担額を請求する

[差異あり ]

あら かじ め処方内容が薬局に伝えら れ、

それに従って調剤が済んでいる場合

[差異なし ]

[訪問薬剤管理指導]

患者の本人確認を行う

薬歴を参照、 記録する

[訪問薬剤管理指導]

処方せんの内容を確認する
あら かじ め伝えら れた処方内容と

院外処方せんの内容を比較する

[調剤済][未調剤]

服薬指導は訪問薬剤管理指導の際に行う

服薬指導だけでなく

その他の問題等も 記録する
患者と 対面し 調剤薬に何か問題があった場合、

再度疑義照会を行う 場合も ある

こ のまま患者を帰宅さ せ

訪問薬剤管理指導の際に

調剤薬の配達と 服薬指導を行う

必要あれば、 処方医に連絡する

患者のおく すり 手帳も
参照、 記録する

《 Ar t i f act》

・ 院外処方せん

・ 薬歴

・ おく すり 手帳
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■調剤プロセス 

Objective･･･院外処方せんに従って調剤を行う。 

 

 

調剤係院外処方鑑査係 調剤監査係

《 Pol i cy》

・ 薬剤師は患者から 院外処方せんを受け取っ ている

　 または、 あら かじ め処方内容が薬局に伝えら れている

処方内容に従い調剤を行う
Subact i vi t y St at e

調剤鑑査ロセス

Subact i vi t y St at e

院外処方鑑査プロセス

患者の疾患に沿っ た

注意書き を印刷する

薬剤の注意書き を印刷する
服薬指導係が行う 場合も ある

《 Ar t i f act 》

・ 薬剤注意書き
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■院外処方鑑査プロセス 

Objective･･･処方せんを鑑査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

院外処方鑑査係 外来担当医

疑義を伝え処方内容の確認を依頼する

疑義に対し 返答する

処方内容の変更を指示し 、 診療録に記録する

処方オーダの内容を確認する

[ 要処方内容変更]

処方内容を変更する

[ 処方内容変更不要]

《 Pol i cy》

・ 薬剤師は患者から 院外処方せんを受け取っ ている

　 または、 あら かじ め患者の処方の内容が薬局に伝えら れている

処方内容を確認する

鑑査に必要な診療情報を確認する

処方内容の妥当性、 安全性の確認

患者の薬歴を確認する

医療機関が患者の診療情報を
外部に公開し 、 かつ患者の許可が

得ら れる場合、 その情報も 確認する

[ 疑義あり ]

[ 疑義なし ]

患者の処方せんを発行し た医師

《 Pol i cy》

処方医から 処方内容変更の指示があっ た際には、

その変更内容を処方せんに記録するObl i gat i onがある

《 Pol i cy》

処方内容を変更する際には、 その変更内容を

診療録に記録するObl i gat i onがある

《 Ar t i f act 》

・ 診療録

・ 薬歴

・ 院外処方せん
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■調剤鑑査プロセス 

Objective･･･調剤内容を鑑査する。 

調剤鑑査係 調剤係

疑義を伝え調剤内容の確認を依頼する

疑義に対し 返答する

院外処方せんに従い調剤をし 直す

院外処方せんの内容を確認する

[ 要調剤内容変更]

[ 調剤内容変更不要]

《 Pol i cy》

・ 処方鑑査が終了し 処方内容が確定し ている

・ 院外処方せんの内容に従い調剤が完了し ている

院外処方せんと 調剤内容を比較確認する

[ 疑義あり ]

[ 疑義なし ]

《 Ar t i f act 》

・ 院外処方せん
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■訪問薬剤管理指導プロセス 

Objective･･･患者宅を訪問し薬剤管理指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
サー

 

 

 

 

 

訪問薬剤管理指導者 外来患者

患者宅を訪れる

薬を渡し 服薬指導を行う

《 Pol i cy》

・ 患者、 またはその介護者が院外薬局へ処方せんを持参し 、 それに従っ た調剤が行われている

・ 病院から 薬局に対し て訪問服薬指導処方せんが出ている

・ 病院から 薬局には患者に関する情報が提供さ れている

服薬状況を把握し 記録する

薬剤の保管・ 管理指導を行う

一般医薬品も 含む

薬剤などの廃棄物処理を行う

住環境等の衛生面の管理指導を行う

患者・ 介護者のニーズ把握、 情報提供を行う

支払いに関する説明を行い自己負担額を請求する 自己負担額分を支払う

調剤し た薬剤の費用
（ 自己負担額） と 内訳

公的制度、 ビス等の紹介

介護用品等の紹介

《 Ar t i f act 》

・ 院外処方せん

・ 訪問服薬指導処方せん

 

 

※このプロセスは介護連携コミュニティ「居宅介護サービス実施プロセス」の SubactivityState

「事業者ごとの居宅介護サービス実施プロセス」から呼び出されるイメージで作成した。 
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３．６ Policy 

■訪問薬剤管理指導係 

・訪問薬剤管理指導を行う際は、患者が処方せんを持参した薬局の薬剤師が患者宅を訪問する

Obligation がある。 

■院外処方オーダプロセス 

・システム上で処方鑑査を行う場合、病院の責任において鑑査の条件をシステムにあらかじめ入

力しておく Obligation がある。 

・処方せんには医師が記名・押印又は署名を行う Obligation がある。 

■かかりつけ院外薬局確認プロセス 

・外来担当医が患者に薬局を紹介する際は複数紹介し、選択させる Obligation がある。 

■院内処方鑑査プロセス 

・薬剤師が患者の病名を確認する際は、事前に患者へ説明を行い同意を取る。Obligation がある。 

・処方内容を変更する際には、その変更内容を診療録に記録する Obligation がある。 

・処方医から処方内容変更の指示があった際には、その変更内容を処方せんに記録する Obligation

がある。 

■院外処方鑑査プロセス 

・処方内容を変更する際には、その変更内容を診療録に記録する Obligation がある。 

・処方医から処方内容変更の指示があった際には、その変更内容を処方せんに記録する Obligation

がある。 
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４ 介護連携コミュニティ 

 

４．１ Scope 

■要介護認定や居宅介護サービスにおいて医療と介護が連携を行う。 

 

４．２ Objective 

■地域医療連携コミュニティのサブコミュニティとして、以下の Obligation を持つ。 

・介護サービスを受けるため、介護保険保険者（市町村）から要介護認定を受ける。 

・介護支援専門員が居宅介護サービス計画（ケアプラン）を立てる。 

・居宅介護サービス計画（ケアプラン）に従い、居宅介護サービス提供者が居宅介護サービスを

実施する。 

 

４．３ Role 

■要介護認定申請者 

■介護保険保険者 

 

 

複数の市町村で

保険者になる場合あり
（ 広域連合）

市町村

要介護認定の更新を申請する

介護施設利用者

介護保険保険者

介護相談員が代行申請を行う 場合あり

要介護認定申請者

患者

医療機関に入院中、

または通院し て受診し ている

在宅者

第1号被保険者･･･65歳以上

第2号被保険者･･･40歳以上で介護保険法で定める特定疾患15種に該当する場合
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■かかりつけ医 

■訪問調査員 

■介護支援専門員 

■居宅介護サービス利用者 

■居宅介護サービス提供者 

 

 

 

医師

かかり つけ医

要介護認定申請者が

介護施設に入所し ている場合

施設の医師がかかり つけ医を担当する

訪問調査員

市町村介護保険課職員 指定居宅介護支援事業者 在宅介護支援センタ ー

市町村と 委託契約を行っ ている場合

介護支援専門員

指定居宅介護支援事業者

医療従事者（ 医師、 看護師等） を

経験し ていれば医療に関する
居宅介護サービスの計画を立てやすい

在宅者

居宅介護サービス利用者

居宅介護サービス事業者

居宅介護サービス提供者

ケアマネージャ

「 指定居宅介護サービス事業者」 は

都道府県より 指定を受けた事業者。

市町村のみから 認定を受けている

基準該当事業者も ある
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４．４ Process 

■要介護認定プロセス 

 Objective･･･介護サービスを受けるため、介護保険保険者（市町村）から要介護認定を受ける。 

 

 

 認　 ま

要介護認定申請者 介護保険保険者 かかり つけ医 訪問調査員

《 Pol i cy》

・ 定申請者は要介護認定を希望し ている

たは要介護認定の更新を希望し ている

要介護・ 要支援認定を申請する

かかり つけ医に対応可能な医療機関を紹介する

[かかり つけ医がいない]

かかり つけ医を訪れ受診する

[かかり つけ医がいる]

主治医意見書を作成し 、 保険者に提出する

かかり つけ医に主治医意見書提出依頼書を提出する

かかり つけ医の

有無が記入さ れている

訪問調査員に認定申請者の訪問調査を依頼する

主治医意見書提出依頼書

主治医意見書

認定申請者を訪れ調査する

訪問調査票を作成し 保険者に提出する

訪問調査票認定審査会にて要介護認定審査を行う

第１ 次～第２ 次審査まであり

《 Art i f act》

・ 要介護・ 要支援認定申請書

・ 主治医意見書提出依頼書

・ 主治医意見書

・ 訪問調査票

・ 要介護・ 要支援認定結果通知書

・ 介護保険被保険者証

要介護認定審査の結果を通知する

要介護認定審査の結果を確認する

要介護認定書類

 要介護・ 要支援認定結果通知書

 介護保険被保険者証

要介護・ 要支援認定申請書

郵送

認定までの期限を定めている

《 Pol i cy》

要介護認定の更新は
定められた期限までに行う Obl i gat i onがある

（ 介護保険被保険者証が届く 期間も含めて）

《 Pol i cy》

介護保険保険者は要介護認定審査の
有効期限を申請者に通知するObl i gat i onがある

かかり つけ医で受診するよう 連絡する

《 Pol i cy》

主治医意見書は介護保険法
「 主治医意見書記入の手引き」

に基づき記入するObl i gat i onがある

《 Pol i cy》

訪問調査票は介護保険法
「 訪問調査票記入の手引き」

に基づき記入するObl i gat i onがある

《 Pol i cy》

第2号被保険者の申請の場合、

主治医意見書は介護保険法
「 特定疾病にかかる診断基準」

に基づき記入するObl i gat i onがある
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■居宅介護サービス計画（ケアプラン）作成プロセス 

 Objective･･･介護支援専門員が居宅介護サービス計画（ケアプラン）を立てる。 

 

 

 ・ 居宅介

（ 介護支

介護支援専門員 居宅介護サービス利用者 居宅介護サービス提供者

《 Pol i cy》

・ 介護支援専門員は居宅サービスの利用依頼を受けている

護サービス利用者は「 要介護認定」 を受けている

援専門員に介護保険被保険者証を提示し ている）

アセスメ ント 情報をヒ アリ ングする

保険者を訪れる 居宅介護サービス利用者のかかり つけ医を訪れる

[保険者が所持する各種書類確認不可]

[保険者が所持する各種書類確認可能]

主治医意見書と 訪問調査票を確認する

介護支援専門員が保険者の所持する
主治医意見書や訪問調査票を確認できる場合、

こ れらの書類作成と 重複し た作業が発生せず効率が良い

居宅介護サービス計画（ ケアプラン） を作成する

居宅介護サービス提供者にサービス提供が可能か確認する

サービス利用票を作成し 、 居宅介護サービス利用者に提出する サービス利用票を確認するサービス利用票

居宅介護サービス提供者を選定する

[サービス提供可能]

[サービス提供不可]

[要計画修正]

サービス提供票を作成し 、 居宅介護サービス提供者に提出する

計画修正不要]

サービス提供票

往診（ 介護保険での居宅療養管理指導）

がある場合はかかり つけ医にも確認

《 Ar t i f act》

・ 介護保険被保険者証

・ 主治医意見書

・ 訪問調査票

・ サービス利用票

・ サービス提供票

サービス提供者会議を開催する

サービス提供者の介護内容に

必要と なるアセスメ ント 情報を連絡する

サービス提供票を確認し 、 準備する

サービス提供票作成毎に開催する

その他アセスメ ント 情報を収集する

居宅介護サービス利用者

の訪問等も 行う

居宅介護サービス計画の決定後に

サービス内容を変更する場合は、

指定居宅介護支援事業者は
居宅介護サービス計画書を変更し て、

居宅介護サービス事業者へ再提出する
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■居宅介護サービス実施プロセス 

 Objective･･･居宅介護サービス計画（ケアプラン）に従い、居宅介護サービス提供者が居宅介

護サービスを実施する。 

 

 

介護支援専門員 かかり つけ医 居宅介護サービス提供者

[医療に関する居宅サービスあり ]

・ 訪問看護指示書

・ 訪問リ ハビリ テーショ ン指示書

・ 訪問服薬指導処方せん

かかり つけ医に医療に関する居宅サービスへの指示を依頼する 指示書を作成し 、 居宅サービス提供者に提出する

サービス提供票を確認する

Subact i vi ty State

事業者ごと の居宅サービス実施プロセス

《 Art i f act》

・ サービス利用票

・ サービス提供票

・ 指示書

・ 実施報告書

《 Pol i cy》

・ 介護支援専門員は利用者に合わせた居宅介護サービス計画（ ケアプラン） を立てている

・ サービス利用票が居宅介護サービス利用者に提出さ れている

・ サービス提供票が居宅介護サービス提供者に提出さ れている

実施結果を報告する

指示書

実施報告書

[医療に関する居宅サービスあり ]

実施結果を確認する

実施状況を管理する
サービス提供票

医学的な報告

計画どおり 実施し た旨の報告

[医療に関する居宅サービスなし ]

看護、 リ ハビリ 、

薬剤管理指導、 栄養指導等

かかり つけ医に取り に行く 場合あり

モニタ リ ング

指示書を確認する

・ 訪問看護報告書

・ 訪問リ ハビリ テーショ ン報告書

・ 服薬指導に関する実施報告書

事業者ごと にアセスメ ント 情報を収集する

居宅介護サービス利用者

を訪問し て行う

事業者ごと に居宅介護サービス計画を行う
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４．５ Policy 

■要介護認定プロセス 

・要介護認定の更新は定められた期限までに行う Obligation がある。 

（介護保険被保険者証が届く期間も含めて） 

・介護保険保険者は要介護認定審査の有効期限を申請者に通知する Obligation がある。 

・主治医意見書は介護保険法「主治医意見書記入の手引き」に基づき記入する Obligation がある。 

・第 2 号被保険者の申請の場合、主治医意見書は介護保険法「特定疾病にかかる診断基準」に基

づき記入する Obligation がある。 

・訪問調査票は介護保険法「訪問調査票記入の手引き」に基づき記入する Obligation がある。 
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５ 地域医療情報共有コミュニティ 

 

５．１ コミュニティの前提 

■地域医療情報を共有するための DB（データベース）が存在する。 

■共有 DB の情報には開示制御を行うことができる。 

■地域医療機関には共有 DB に接続された端末が存在する。 

■地域医療機関はサービス利用者が同意した範囲で共有 DB の情報を管理・閲覧できる。 

 

５．２ Scope 

■地域医療情報共有において、情報の管理・閲覧を行う。 

 

５．３ Objective 

■地域医療連携コミュニティのサブコミュニティとして、以下の Obligation を持つ。 

・情報共有を行うためサービス利用者から同意を得る。 

・共有された地域医療情報の管理・閲覧を行う。 

 

５．４ Role 

■地域医療機関 

■サービス利用者 

 

 

 

病院 介護施設 診療所 薬局

地域医療機関

介護サービス利用者患者

サービス利用者
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５．５ Process 

■情報共有事前手続き 

 Objective･･･情報共有を行うためサービス利用者から同意を得る。 

 

 

 

 
サービス利用者地域医療機関

地域医療情報共有の説明を行う

同意書を記入する

[ 説明内容に同意する][ 説明内容に同意し ない]

登録に必要な情報を入力し 、 I Dを取得する

共有DBに接続さ れた

端末による操作

必要な書類をサービス利用者に渡す

書類には情報所有者の
I D、 パスワード が記さ れている

地域医療機関のシステムと 共有DBのI Dを関連付ける

I Dカ ード を発行するこ と で

運用の効率化も 可能

《 Pol i cy》

・ 当該地域医療機関は共有DBに登録さ れ、

　 職員に対し I Dと パスワード が発行さ れている

・ 当該地域医療機関はサービス利用者を登録できる

情報共有に関する諸条件を決定する

その地域医療機関が開示できる情報の幅、

閲覧できる情報の幅等の条件を決定

決定し た条件で地域医療機関が

情報を登録するこ と に同意する

システム間のデータ の

やり 取り を効率化する目的
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■共有情報管理・閲覧プロセス 

 Objective･･･共有された地域医療情報の管理・閲覧を行う。 

 

 《

 　・

 ・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域医療機関 サービス利用者

共有DBにアク セスする

共有情報の管理・ 閲覧を行う

Pol i cy》

・ 当該地域医療機関は共有DBに登録さ れ、

職員に対し I Dと パスワード が発行さ れている

当該地域医療機関はサービス利用者が同意し た範囲で

　 地域医療情報共有の情報を管理・ 閲覧できる

サービス利用者が共有DBに登録さ れ、 I Dが発行さ れている

パスワード を入力し 、 認証を行う扱う 情報の説明を行い同意を得る

[ 同意を得ている範囲外の情報を扱う 場合]

[ 同意を得ている範囲の情報を扱う 場合]

共有DBに接続さ れた

端末による操作

共有DBに接続さ れた

端末による操作

共有DBに接続さ れた

端末による操作

パスワード を入力し 、 認証を行う

《 Pol i cy》

厳密な個人認証を用いるObl i gat i onがある

（ PKI のフ レームワーク 等）

 

 

５．６ Policy 

■共有情報管理・閲覧プロセス 

・ 厳密な個人認証を用いる Obligation がある（PKI のフレームワーク等）。 
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第 3章 まとめ 

 

 本モデル開発を通じて、医療機関や介護施設へのサービス利用者紹介における連携、要介護認

定や居宅介護サービスにおける医療と介護の連携、院外処方における医療機関と院外薬局の連携、

地域医療情報共有における情報の管理・閲覧といった地域医療連携について、連携の手順や制約

事項を整理、表現することができた。 

今後は以下のようなモデルの拡充と課題解決が望まれる。 

・連携範囲を広げるとともに、各コミュニティ間の統一性を向上させる 

・地域医療情報共有については、患者の個人情報保護の観点から議論を深め、モデル 

の精度を上げるとともに、他のコミュニティに与える影響を分析し、モデル化する 

・地域包括ケア情報連携のフレームワークを作成する 

・サービス利用者紹介業務については、診療報酬も設定されており、紙ベースに比べてより情報

量の多い電子的データ交換のニーズが強まっている。その実用化のために当モデルの一部を詳

細化し、HL7RIM を考慮した参照情報モデルの開発を目指す。 

・オンラインおよびオフライン媒体によるサービス利用者紹介業務のシステムフレームワークを

検討する 
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参考資料 

参考資料１ 院外処方概念図 

 

 以下は院外処方コミュニティのプロセス間のつながりを表す概念図である。 

 

 

 

 院外処方オーダ院外処方オーダ

院内処方鑑査院内処方鑑査かかりつけ
院外薬局確認

かかりつけ
院外薬局確認

※薬剤師による
院内処方鑑査を行う場合

※かかりつけ薬局を
患者に確認する場合

院外処方院外処方

調剤調剤

院外処方鑑査院外処方鑑査 調剤鑑査調剤鑑査

訪問薬剤
管理指導

訪問薬剤
管理指導

※医師の指示により
訪問薬剤管理指導を行う場合

※あらかじめ薬局に
処方内容を伝える場合は、
患者が薬局を訪れる前に

調剤を行っておく

病院におけるプロセス

院外薬局におけるプロセス

処方せん情報
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参考資料２ 介護連携概念図 

 

 以下は介護における連携には何があるのか、議論しながら整理した概念図である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療に近い介護施設
・指定介護療養型医療施設
・介護老人保健施設
※医師、カルテが存在する

かかりつけ医

協力病院等
施設サービス事業者

（介護施設）

保険者（市町村・
広域介護グループ）主治医意見書

診療情報提供書（診断書）

紹介状

返書

指定居宅
介護支援事業者
（ケアマネージャ）

※入所者の判定について
（理念としてはすべて受け入れるが・・・）
・介護相談員による訪問
・入所者判定会議 （医療・介護両面からの判定）

実施報告

居宅サービス事業者

※サービス提供者会議（毎月）

実施報告 サービス提供票

サービス提供票

実施報告

サービス提供票

実施報告書

指示書
※かかりつけ医への報告は
医学的な報告（指示に対する実施報告）

※ケアマネージャへの報告は
計画どおり実施した旨の報告

介護に関する主な連携

訪問調査票

※基本的には施設での治療が難しい場合
　 （特に急性期）協力病院に対して患者紹介を行うが
　 入院が必要な場合等で、一部かかりつけ医に
　 患者紹介する場合もある

サービス利用票の確認

サービス利用者（患者）

看護・リハビリ・栄養・薬局など
医療に近い居宅サービスと
その他の居宅サービスに分けられる

診療情報提供書

紹介状

診療情報提供書

紹介状

返書

患者（利用者）紹介
ケアマネージャ

との連携
医療に関する居宅サービス

における連携

要介護認定
における連携

必ず協力病院が必要
（法律にも明記）・・・ポリシー候補

介護施設によって
要求する目的が異なる

主治医意見書

※地域によって参照できるか異なる
　・看護に関わる情報
　・感染症情報など
取得した情報を提供者に通知
（提供者ごとに通知の幅を変える）

患者の
引継ぎ目的

・施設サービス
・居宅サービス

居宅サービスの場合

医師の往診がある場合

・指定介護老人福祉施設

※サービス提供票と書類は同じ

※現状は紙で直接届ける

※現状はFAX＆紙

※訪問調査員による
利用者の調査結果

※主治医意見初冬を参照できない場合
ケアマネージャが患者の状態把握のため
主治医を訪問したりする必要があり効率が悪い

サービス利用者
（患者）

生活の場としての介護施設
・グループホーム
・有料老人ホーム
※医師はいない

施設に入所して
生活できるか
の判断目的

（医療に関するサービス）
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付録 

付録１ 業務フロー作成 WG 名簿（五十音順） 

 阿野 和隆（キヤノン株式会社） 

 畝田 透 （株式会社日立製作所） 

 後藤 康博（NTT サイバーソリューション研究所） 

 倉垣 公一（セコム株式会社） 

 倉橋 央 （コニカミノルタエムジー株式会社） 

 栗原 勝 （アイティーコーディネート株式会社） 

 佐藤 鉄男（三洋電機株式会社） 

 杉本 俊和（NEC ソフト株式会社） 

 萩尾 茂治（NEC ソフト株式会社） 

 藤咲 喜丈（日本光電工業株式会社） 
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